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令和８年３月 愛荘町議会定例会 議事日程 

 

令和８年３月９日 午    時    分開会 

令和８年３月９日 午    時    分開議 

開会の宣告 

開議の宣告 

議事日程の報告 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 
   番              君 
 

 
   番              君 
 

日程第 ２ 会期の決定 

       会 期   自 令和８年３月９日 

             至 令和８年 月  日（  日間） 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 町長提案趣旨説明 

日程第 ５ 承認第 １号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承

認を求めることについて 

日程第 ６ 同意第 ２号 愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第 ７ 同意第 ３号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第 ８ 議案第 １号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議案第 ２号 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議案第 ３号 愛荘町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

日程第１１ 議案第 ４号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第１２ 議案第 ５号 愛荘町消防団条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議案第 ６号 愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 

日程第１４ 議案第 ７号 愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第１５ 議案第 ８号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号） 

日程第１６ 議案第 ９号 令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１７ 議案第１０号 令和７年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第１８ 議案第１１号 令和７年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１９ 議案第１２号 令和７年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

日程第２０ 議案第１３号 令和７年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２１ 議案第１４号 令和８年度愛荘町一般会計予算 
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日程第２２ 議案第１５号 令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第１６号 令和８年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算 

日程第２４ 議案第１７号 令和８年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第２５ 議案第１８号 令和８年度愛荘町介護保険事業特別会計予算 

日程第２６ 議案第１９号 令和８年度愛荘町下水道事業会計予算 

日程第２７ 一般質問 

 

（令和８年  月  日  午    時   分  閉会） 
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承認第１号 

 

令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承認を求めることにつ

いて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次にように専

決処分したから、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

  令和８年３月９日 

愛荘町長  有村 国知   

 

 

専決処分書 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のように専決処分する。 

  令和８年１月１９日 

愛荘町長  有村 国知   

 

令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号） 
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同意第２号  愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについて  上記の議案を提出する。   令和８年３月９日                                 愛荘町長 有村 国知   愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについて  愛荘町監査委員に次の者を選任することについて、地方自治法第１９６条第1項の規定により、議会の同意を求める。  記             住  所  滋賀県愛知郡愛荘町栗田４６５番地                  おかべ とくはる            氏  名  岡部 得晴            生年月日  昭和３５年（１９６０年）５月２日  
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同意第３号 

 

愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月９日 

                                愛荘町長 有村 国知 

 

 

愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 愛荘町公平委員会委員に次の者を選任することについて、地方公務員法第９条の２第２項の規定

により議会の同意を求める。 

 

記 

 

          住  所  滋賀県愛知郡愛荘町蚊野１４６４番地 

                きたむら たいちろう 

          氏  名  北村  太一郎 

          生年月日  昭和２３年（１９４８年）３月１日 
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議案第１号 

 

愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月９日 

愛荘町長  有村 国知   

 

 

愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（平成１８年愛

荘町条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

別表中「 

学校医 医師 年額 ４５，０００ 

歯科医 年額 ４５，０００ 

幼稚園医 医師 年額 ４５，０００ 

歯科医 年額 ４５，０００ 

保育園医 医師 年額 ４５，０００ 

歯科医 年額 ４５，０００ 

学校薬剤師 年額 ４５，０００ 

幼稚園薬剤師 年額 ４５，０００ 

」を「 

学校医 医師 年額 ８０，０００ 

歯科医 年額 ８０，０００ 

幼稚園医 医師 年額 ８０，０００ 

歯科医 年額 ８０，０００ 

保育園医 医師 年額 ８０，０００ 

歯科医 年額 ８０，０００ 

学校薬剤師 年額 ７０，０００ 

幼稚園薬剤師 年額 ７０，０００ 

」に改める。 

別表備考中「１ 監査委員の識見（有資格者）とは、公認会計士または税理士の資格を
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有するものをいう。」を削り、「２」を「１」に改める。 

付 則 

この条例は令和８年４月１日から施行し、改正後の別表備考の規定は令和７年４月１日

から適用する。 
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議案第２号 

 

愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月９日 

愛荘町長  有村 国知   

 

 

愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

愛荘町職員の給与に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「初任給調整手当」の次に「（第１種初任給調整手当および第２種初任給調整

手当をいう。第１０条第２号および第２６条において同じ。）」を加える。 

第１２条中「初任給調整手当」を「第１種初任給調整手当」に改め、同条の次に次の１

条を加える。 

第１２条の２ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員に適用され

る給料表の給料月額のうち第５条第２項の規定により当該職員の属する職務の級ならび

に第６条第１項、第２項、第４項および第５項の規定により当該職員の受ける号給に応

じた額（定年前再任用短時間勤務職員その他の規則で定める職員にあっては、規則で定

める額）ならびにこれに第１４条の２の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額

の合計額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に１２を乗

じ、その額を勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間に５２を乗じたものから規

則で定める時間を減じたもので除して得た額（その額に５０銭未満の端数を生じたとき

はこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた

額）（次項において「特定額」という。）が、その在勤する地域における民間の賃金の

最低基準を考慮して規則で定める額（次項において「基準額」という。）を下回るもの

には、採用の日から規則で定める日までの間、第２種初任給調整手当を支給する。 

２ 第２種初任給調整手当の月額は、規則で定めるところにより基準額と特定額との差額

を月額に換算した額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第２種初任給調整

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

には、規則の定めるところにより、前２項の規定に準じて、第２種初任給調整手当を支

給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、第２種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規
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則で定める。 

第１５条第２項第１号中「第４項」を「第５項」に改め、同項第２号中「次に掲げる職

員の区分に応じ、」を削り、「それぞれ次に」を「６６，４００円を超えない範囲内で自

動車等の使用距離の区分に応じて規則で」に改め、「定年前再任用短時間勤務職員のう

ち、」を削り、同号アからスまでを削り、同条第３項中「次項」を「第５項」に改め、同

条第８項を同条第９項とし、同条第７項中「自動車等」の次に「および駐車場等」を加

え、同項を同条第８項とし、同条第６項を同条第７項とし、同条第５項中「月」の次に

「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、

その翌月）」を加え、同項を同条第６項とし、同条第４項中「および」を「、」に、「）

の」を「）および前項第１号に定める額の」に、「前２項」を「前３項」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 第１項第２号または第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在

地および利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１号および第８項におい

て「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの（規則

で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超えない範囲

内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

（２） 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前２項の規定による額 

第２１条第１項中「６，６００円」を「７，０５０円」に改め、同項ただし書中「２

２，０００円」を「２３，５００円」に改める。 

第３１条第１項中「給料」の次に「、第２種初任給調整手当」を加える。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（規則への委任） 

２ この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

３ 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和７年愛荘町条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

付則第５項の前の見出しおよび同項中「令和１０年３月３１日」を「令和８年３月３１

日」に改める。 

付則第６項中「令和１０年４月１日」を「令和８年４月１日」に改める。 
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議案第３号 

 

愛荘町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月９日 

愛荘町長  有村 国知   

 

 

愛荘町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

（愛荘町職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 愛荘町職員の旅費に関する条例（平成１８年愛荘町条例第５１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中「日当」を「旅行雑費」に改め、「、食卓料」を削り、「扶養親族移転料」

を「家族移転料」に改める。 

第３条の見出し中「および支給」を削り、同条第２項を削る。 

第４条第２号中「次の区分に従う」を「公務上必要であれば現にその乗車に要した急

行料金による」に改め、同号中アからウまでを削り、同条第３号を削り、同条第４号中

「前号の規定にかかわらず特別」を「公務上」に、「客車を利用した」を「線路によ

る」に改め、「グリーン料金または」を削り、同号を同条第３号とする。 

第５条第２項中「運賃」の次に「およびこれに付随する費用」を加える。 

第６条第１項中「３７円」を「２０円」に改める。 

第９条の見出し中「日当」を「旅行雑費」に改め、同条第１項中「日当は、旅行の日

数に応じ、宿泊料は」を「旅行雑費および宿泊料は、」に改め、「、食卓料は水路旅行

中の」および「定」を削り、同条第２項中「宿泊料」を「旅行雑費および宿泊料」に改

め、「、食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合または船賃を要しないが食費を

要する場合に限り」を削り、同条に次の１項を加える。 

３ 宿泊料の支給額は、第１項の規定による額と現に支払った額を比較し、いずれか少

ない額とする。 

第１０条を次のように改める。 

第１０条 削除 

第１１条第１項および第２項を削り、同条第３項中「前２項の場合」を「在勤地の町

内を旅行する場合に」に、「宿泊料」を「旅行雑費および宿泊料」に改め、同項を同条

とする。 
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第１２条中「日当」を「旅行雑費」に改める。 

第１３条第１号中「日当」を「旅行雑費」に、「５日分」を「５夜分」に改め、同条

第２号中「扶養親族」を「同一生計の家族」に改める。 

第１４条の見出しを「（家族移転料）」に改め、同条各号列記以外の部分中「扶養親

族移転料」を「家族移転料」に、「扶養親族」を「同一生計の家族」に改め、同条第１

号中「扶養親族」を「同一生計の家族」に改め、同号ア中「日当」を「旅行雑費」に改

め、「、食卓料」を削り、同号ウ中「日当」を「旅行雑費」に改め、「、食卓料」を削

り、同条第２号中「扶養親族」を「同一生計の家族」に、「扶養親族移転料」を「家族

移転料」に改める。 

第１５条中「扶養親族」を「同一生計の家族」に、「扶養親族移転料」を「家族移転

料」に改める。 

第１８条を次のように改める。 

第１８条 削除 

付則第３項を削る。 

別表その１を次のように改める。 

その１ 旅行雑費および宿泊料 

区分 旅行雑費（１夜につき） 宿泊料（１夜につき） 

甲地 ７８０円 １５，６００円

乙地 ７８０円 １０，８００円

備考 宿泊料の欄中「甲地」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市およ

び神戸市のうち町長が定める地域その他これらに準ずる地域で町長が定めるものをい

い、「乙地」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に

宿泊したものとみなす。 

（愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部改正） 

第２条 愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例（平成１８年愛

荘町条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

付則第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第１０項までを１項ずつ繰り上

げる。 
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別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

鉄道賃および船賃・

航空賃 

車賃（１キロメー

トルにつき） 

旅行雑費（１夜に

つき） 

宿泊料（１夜につき） 

甲地 乙地 

現に支払った運賃 円

２０

円

７８０

円

１５，６００

円

１０，８００

甲地、乙地は職員の旅費に関する条例による。 

（愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第３条 愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例（平成１８年愛荘町条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「議員が招集に応じ、もしくは委員会に出席する」を「議長、副議長および

議員が職務の」に改め、「または公務のため旅行したとき」を削り、「別表第２に定め

る額」を「旅費」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 旅費の種類、支給額および支給方法は、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与お

よび旅費に関する条例（平成１８年愛荘町条例第４７号）の例による。 

第７条を削る。 

付則第２項を削り、第３項を第２項とする。 

別表第２を削る。 

（愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例（令和元年愛荘町条

例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第２８条第２項後段を削る。 

（愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（平成１

８年愛荘町条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２号中「一般職の職員の上級職員」を「職員に対する旅費支給」に改める。 

第５条中「一般職の」を削る。 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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第２条 この条例による改正後の愛荘町職員の旅費に関する条例、愛荘町特別職の職員で

常勤のものの給与および旅費に関する条例、愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償

等に関する条例、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例および愛

荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅

行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に

対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 
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議案第４号  愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   令和８年３月９日 愛荘町長  有村 国知    愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  愛荘町国民健康保険税条例（平成１８年愛荘町条例第５７号）の一部を次のように改正する。 第２条第１項第１号中「および」を「、」に改め、「「介護納付金」という。）」の次に「および子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 （４） 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（滋賀県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 第２条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加える。 ５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額ならびに被保険者均等割額および世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」に、「１００分の６．５６」を「１００分の６．７２」に改める。 第５条中「２７，０００円」を「２９，０００円」に改める。 第５条の２第１号中「第７条の３」の次に「、第９条の７」を加え、「１８，０００円」を「１９，０００円」に改め、同条第２号中「９，０００円」を「９，５００円」に改め、同条第３号中「１３，５００円」を「１４，２５０円」に改める。 
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第９条の３の次に次の４条を加える。 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 第９条の４ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．２５を乗じて算定する。 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額） 第９条の５ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，１５０円とする。 （１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者均等割額） 第９条の６ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１人について７７円とする。 （国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 第９条の７ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 （１） 特定世帯および特定継続世帯以外の世帯 ７６９円 （２） 特定世帯 ３８４円 （３） 特定継続世帯 ５７６円 第２１条第１項第１号ア中「１８，９００円」を「２０，３００円」に改め、同号イ（ア）中「１２，６００円」を「１３，３００円」に改め、同号イ（イ）中「６，３００円」を「６，６５０円」に改め、同号イ（ウ）中「９，４５０円」を「９，９７５円」に改める。 第２１条第１項第２号ア中「１３，５００円」を「１４，５００円」に改め、同号イ（ア）中「９，０００円」を「９，５００円」に改め、同号イ（イ）中「４，５００円」を「４，７５０円」に改め、同号イ（ウ）中「６，７５０円」を「７，１２５円」に改める。 第２１条第１項第３号ア中「５，４００円」を「５，８００円」に改め、同号イ（ア）中「３，６００円」を「３，８００円」に改め、同号イ（イ）中「１，８００円」を「１，９００円」に改め、同号イ（ウ）中「２，７００円」を「２，８５０円」に改める。 第２１条第２項第１号ア中「４，０５０円」を「４，３５０円」に改め、同号イ中「６，７５０円」を「７，２５０円」に改め、同号ウ中「１０，８００円」を「１１，６
17



００円」に改め、同号エ中「１３，５００円」を「１４，５００円」に改める。 付則第１０項、第１１項および第１３項から第１６項までの規定中「第８条」の次に「、第９条の４」を加える。 付則第１７項および第１８項中「、第８条」の次に「、第９条の４」を加える。 付則第１９項および第２０項中「第８条」の次に「、第９条の４」を加える。 付 則  （施行期日） １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 （適用区分） ２ この条例による改正後の愛荘町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  

18



議案第５号 

 

愛荘町消防団条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月９日 

愛荘町長  有村 国知    

 

 

愛荘町消防団条例の一部を改正する条例 

愛荘町消防団条例（平成１８年愛荘町条例第１３７号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１号中「１８０，０００円」を「１３０，０００円」に改め、同条第２号中

「１４０，０００円」を「８５，０００円」に改め、同条第３号中「１２０，０００円」

を「６０，０００円」に改め、同条第４号中「１００，０００円」を「５５，０００円」

に改め、同条第５号中「９０，０００円」を「５０，０００円」に改め、同条第６号中

「８０，０００円」を「４５，０００円」に改め、同条第７号中「７０，０００円」を

「３６，５００円」に改め、同条第８号中「６０，０００円」を「３６，５００円」に改

め、同条第９号中「５０，０００円」を「３６，５００円」に改める。 

第１４条を次のように改める。 

団員には、次により費用弁償を支給する。 

 （１） 団員が公務のため出張した場合、愛荘町職員の旅費に関する条例（平成１８年

愛荘町条例第５１号）を準用した額 

（２） 団員が第９条に定める出動の場合、別表に定める額 

付則の次に次の別表を加える。 

別表（第１４条関係） 

区分 費用弁償（１時間当たり） 上限額（１日当たり） 

水火災招集 １，０００円 ８，０００円 

警戒招集 １，０００円 ８，０００円 

訓練招集 １，０００円 ４，０００円 

その他の招集 １，０００円 ４，０００円 

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第６号  愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例  上記の議案を提出する。   令和８年３月９日 愛荘町長  有村 国知     愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成２０年愛荘町条例第２号)は、廃止する。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第７号 

 

愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和８年３月９日 

愛荘町長  有村 国知   

 

 

愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 愛荘町道路占用料徴収条例（平成２３年愛荘町条例第１４号）の一部を次のとおり改正 

する。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

占用物件の種類 単位 占用料 

法第３２

条第１項

第１号に

掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ６７０円 

第２種電柱 １，０００円 

第３種電柱 １，４００円 

第１種電話柱 ６００円 

第２種電話柱 ９６０円 

第３種電話柱 １，３００円 

その他の柱類 ６０円 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつき

１年 

６円 

地下に設ける電線その他の線類 ４円 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５９０円 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

３６０円 

変圧塔その他これに類するものおよ

び公衆電話所 

１個につき１年 １，２００円 

郵便差出箱および信書便差出箱 ５００円 

広告塔 表示面積１平方メート

ルにつき１年 

１，９００円 

その他のもの 占用面積１平方メート １，２００円 
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ルにつき１年 

法第３２

条第１項

第２号に

掲げる物

件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートルにつき

１年 

２５円 

外径が０．０７メートル以上０．１

メートル未満のもの 

３６円 

外径が０．１メートル以上０．１５

メートル未満のもの 

５４円 

外径が０．１５メートル以上０．２

メートル未満のもの 

７２円 

外径が０．２メートル以上０．３メ

ートル未満のもの 

１１０円 

外径が０．３メートル以上０．４メ

ートル未満のもの 

１４０円 

外径が０．４メートル以上０．７メ

ートル未満のもの 

２５０円 

外径が０．７メートル以上１メート

ル未満のもの 

３６０円 

外径が１メートル以上のもの ７２０円 

法第３２

条第１項

第３号に

掲げる施

設 

自動運行

補助施設

法第２条

第２項第

５号に規

定する自

動運行装

置による

検知の対

象として

設置する

導線その

他導線 

地下に設けるもの ４円 

その他のもの １２円 

道路の構造又は交通の状況

を表示する標示柱その他の

柱類 

１本につき１本 ９６０円 
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その他の

もの 

上空に設けるもの 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

６００円 

地下に設けるもの ３６０円 

その他の

もの 

 １，２００円 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 １，２００円 

法第３２

条第１項

第５号に

掲げる施

設 

地下街および地下

室 

階数が１のもの Ａに０．００４を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００６を

乗じて得た額 

階数が３以上のも

の 

Ａに０．００８を

乗じて得た額 

上空に設ける通路 ９５０円 

地下に設ける通路 ５７０円 

その他のもの １，２００円 

法第３２

条第１項

第６号に

掲げる施

設 

祭礼、縁日等に際し、一時的に設け

るもの 

占用面積１平

方メートルに

つき 

１日 １９円 

その他のもの １月 １９０円 

道路法施

行令（昭

和２７年

政令第４

７９号。

以下「政

令」とい

う。）第

７条第１

号に掲げ

る物件 

看板（アーチであ

るものを除く。） 

一時的に設けるも

の 

表示面積１平方メート

ルにつき１月 

１９０円 

その他のもの 表示面積１平方メート

ルにつき１年 

１，９００円 

標識 １本につき１年 ９６０円 

旗ざお 祭礼、縁日等に際

し、一時的に設け

るもの 

１本につき１日 １９円 

その他のもの １本につき１月 １９０円 

幕（政令第７条第

４号に掲げる工事

用施設であるもの

祭礼、縁日等に際

し、一時的に設け

るもの 

その面積１平方メート

ルにつき１日 

１９円 
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を除く。） その他のもの その面積１平方メート

ルにつき１月 

１９０円 

アーチ 車道を横断するも

の 

１基につき１月 １，９００円 

その他のもの ９５０円 

政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

１，２００円 

政令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設および

同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メート

ルにつき１月 

１９０円 

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物および

同条第７号に掲げる施設 

１２０円 

政令第７条第８号に掲げる

施設 

トンネルの上また

は高架の道路の路

面下に設けるもの 

占用面積１平方メート

ルにつき１年 

Ａに０．０１３を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０１８を

乗じて得た額 

段数が１のもの Ａに０．００４を

乗じて得た額 

段数が２のもの Ａに０．００６を

乗じて得た額 

段数が３以上のも

の 

Ａに０．００８を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０２６を

乗じて得た額 

政令第７条第９号に掲げる

施設 

建築物 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１２を

乗じて得た額 

政令第７条第１０号に掲げ

る施設および自動車駐車場 

建築物 Ａに０．０２４を

乗じて得た額 
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その他のもの Ａに０．０１２を

乗じて得た額 

政令第７条第１１号に掲げ

る応急仮設建築物 

トンネルの上また

は高架の道路の路

面下に設けるもの 

Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

政令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２６を

乗じて得た額 

政令第７条第１３号に掲げ

る施設 

トンネルの上また

は高速自動車国道

もしくは自動車専

用道路（高架のも

のに限る）の路面

下に設けるもの 

Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２４を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

政令第７条第１４号及び第１５号 

に掲げる施設 

Ａに０．０３４を

乗じて得た額 

注 

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のう

ち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下注１におい

て同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条または５条の電線

を支持するものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものを

いうものとする。 

２ 第１種電話柱とは電話柱（電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持

する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該
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電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下注２において同じ。）を支持する

ものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４条または５条の電線を支持するもの

を、第３種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものと

する。 

３ 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱

に設置する電線をいうものとする。 

４ 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいうものとする。 

５ Ａは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。 

６ 表示面積、占用面積、もしくは占用物件の面積もしくは長さが０．０１平方メー

トルもしくは０．０１メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さ

に０．０１平方メートルもしくは０．０１メートル未満の端数があるときは、その

全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するもの

とする。 

７ １件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が１００円に満たない場合

は、当該占用料の額を１００円とするものとする。 

付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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